
舟島地域づくり会議で挙げられた要望と町の回答

行政区 要望 内容・理由・場所など 町の回答（対応内容）

1 上島津 災害用備蓄食料の購入
現在行政区としての備蓄食料が無
い為

今回は地域予算要望として選ばれませんでし
たが、地域予算を活用して設置、購入すること
は可能です。物品を考えるにあたりカタログの
貸し出しは可能ですので、その際は防災危機管
理課までお越し願います。地域予算要望となる
かは地域づくり会議での話し合い次第になり
ますが、来年度改めてご検討いただければと
思います。
(防災危機管理課）

2 上島津
集落センターへの花壇の
設置

行政区に公園がないので憩いの場
として設置してほしい

今回は地域予算要望として選ばれませんでし
たが、地域予算を活用して設置することは可能
です。採用されるかどうかは地域づくり会議で
の話し合い次第にはなりますが、来年度改めて
ご提案いただければと考えております。
(町民活動課)

3 下島津 各避難所にAEDの設置

町の指定避難所（公民館、学校等）には、既に
AEDを設置しております。地区公会堂にAED
を設置したい場合、地域予算での購入は可能
ですが、購入後の管理や消耗品の交換費用、定
期的な操作訓練の実施等を事前に考えていた
だくと、地域づくり会議での議論がスムーズに
なると思います。地域予算要望となるかは地
域づくり会議での話し合い次第になりますが、
来年度改めてご検討いただければと思いま
す。
(防災危機管理課）

4 下島津
防災備品の購入（発電
機、その他）

今回は地域予算要望として選ばれませんでし
たが、地域予算を活用して設置、購入すること
は可能です。物品を考えるにあたりカタログの
貸し出しは可能ですので、その際は防災危機管
理課までお越し願います。地域予算要望となる
かは地域づくり会議での話し合い次第になり
ますが、来年度改めてご検討いただければと
思います。
(防災危機管理課）

5 下島津
防犯カメラの設置（若宮
団地入口等）

今回は地域予算要望として選ばれませんでし
たが、地域予算を活用して防犯カメラを設置す
ることは可能です。採用されるかどうかは地域
づくり会議での話し合い次第にはなりますが、
来年度改めてご提案いただければと考えてい
ます。
（生活環境課）

6 南島津 要望なし

7 掛馬 要望なし



行政区 要望 内容・理由・場所など 町の回答（対応内容）

8 竹来
不法投棄対策としての看
板の設置

6/10に大量の廃棄があり、今後も
予想されるため

同様の不法投棄が頻発しておりましたので現
地に看板等を設置させていただきました。
（廃棄物対策課）

9 竹来
防災備蓄用品の配布（各
行政区公民館等）

防災意識の啓発を第一に、備えあれ
ばの気持ちで

今回は地域予算要望として選ばれませんでし
たが、地域予算を活用して設置、購入すること
は可能です。物品を考えるにあたりカタログの
貸し出しは可能ですので、その際は防災危機管
理課までお越し願います。地域予算要望となる
かは地域づくり会議での話し合い次第になり
ますが、来年度改めてご検討いただければと
思います。
(防災危機管理課）

10 竹来
非接触型顔認識温度感
知カメラの配布（各行政
区）

公民館での集会等に利用したい。小
型の温度計は精度が落ちるため

【地域予算で対応】
令和5年度中に、舟島地域全8行政区の集会施
設に非接触型顔認識温度感知カメラを配布い
たします。配布後の管理等は、各行政区でお願
いいたします。
（町民活動課）

11
南平台
一丁目

島津の社の樹木の伐採
（2か所）

要望箇所につきましては、R4年度通常予算で
３月までに剪定の実施を予定しております。
（都市整備課）

12
南平台
二丁目

バス停へのベンチの設置
（5箇所）

高齢者が杖をついて立っているの
を見かけるため

町がバス停にベンチを設置することは考えて
いません。地域予算等を活用して、地域でベン
チを購入し設置することは可能です。なお、そ
の際には道路の占用許可が必要となり、ベンチ
は地域で管理していくことになります。
(道路課)



行政区 要望 内容・理由・場所など 町の回答（対応内容）

13
南平台
二丁目

トンネル等側壁への絵画
ペイントの実施

落書きをなくし、地域の美化及び防
犯の予防になる

町での絵画ペイントの計画はありませんが、地
域予算等を活用して、地域団体等が自主的に
ペイントすることは可能です。
ただし、壁面に絵画ペイントを描くことは道路
管理者（町道路課）の承認が必要です。擁壁・法
面の位置、図案、色彩、大きさ、材質等道路交
通等に及ぼす影響を審査し、破損・汚損の場合
又は掲出をやめる場合の原形復旧の方法等を
明確にしたうえ、十分な管理能力のある者に行
わせるよう慎重な取り扱いが必要になります。
また、描く作業の際は県道から描かれると思い
ますので、県に道路の使用届（工期により申請
が異なりますので、詳しくは竜ケ崎工事事務所
に確認してください）、警察署に道路使用許可
が必要になります。
ご提案の際は、具体的なプランをお示しいただ
きますよう、ご検討ください。
（道路課）

14
南平台
二丁目

ドッグランの設置と定期
開催

地域コミュニティの活性化の為、湖
南公園の一角にペットを介した住民
の交流の場を設ける。

ドッグランの設置につきましては、用地の確保
や工事費など多額の事業費が必要となるた
め、現在計画にない公園等の施設整備を進め
ることは大変厳しい状況です。また、施設の管
理などの面でも様々な課題がございます。ご
不便をおかけし申し訳ありませんが、ご理解の
ほどよろしくお願いいたします。
（都市整備課）

15
南平台
三丁目

防犯カメラの設置
犯罪抑止のため、南平台三丁目から
舟島小学校へ抜ける通学道路に防
犯カメラを設置してほしい

今回は地域予算要望として選ばれませんでし
たが、地域予算を活用して防犯カメラを設置す
ることは可能です。採用されるかどうかは地域
づくり会議での話し合い次第にはなりますが、
来年度改めてご提案いただければと考えてい
ます。
（生活環境課）

16
南平台
三丁目

街路樹の再整備
三丁目内の街路樹が切られたまま
になっている場所があるので再植
樹して歩道に木陰を作ってほしい。

南平台地区の街路樹は、住宅が日陰になると
いう理由から、やむなく伐採した例もあります
ので、再植樹については地域で慎重に考える
必要があると思われます。また、町での街路樹
等の年間維持管理費も莫大であり、町での再
植樹は考えていません。
(道路課)


